
在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業実施要綱 

 

平成１０年１１月１６日保健第 ８７８ 号 

改正  平成１４年１０月２２日保健第１００６号 

改正  平成１８年１２月 ７日健康第２５８０号 

改正  平成２２年１２月１３日健全第４７９９号 

改正 令和 元年１２月１９日地保第３３３１号 

改正 令和 ２年１２月１４日地保第３６２６号 

改正 令和 ３年１１月１０日地保第２１８１号 

改正 令和 ４年 ４月 １日地保第７６８１号 

改正 令和 ４年 ５月２４日地保第 ６１９ 号 

 

第１ 趣旨 

   本事業は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項の規定に基づき、療養に要

する費用の額の選定方法に定められた在宅酸素療法及び人工呼吸療法（以下「酸素療法等」とい

う。）を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持と、その福祉の増進に資することを目的とし、

この要綱の定めるところにより、酸素濃縮器及び人工呼吸器（以下「酸素濃縮器等」という。）

の使用にかかる電気料金の一部を助成する。 

 

第２ 助成対象者 

   在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業の対象者は、北海道内に住所を有し、在宅で酸素療法

等を行っている者のうち、知事の認定を受けた者とする。 

 

第３ 助成額 

   この事業による酸素濃縮器等使用助成の額（以下「助成金」という。）は、別紙のとおりとす

る。 

 

第４ 助成の申請及び認定等 

 １ この事業により助成を受けようとする者は、必要書類を添えて在宅難病患者等酸素濃縮器使用

助成認定申請書（別記様式第１号）により知事に申請しなければならない。 

   なお、申請書の提出は、住所地が札幌市、旭川市、函館市または小樽市である場合にあっては、 

住所地を所管する保健所（札幌市にあっては各区保健センター。以下「保健所等」という。）を

経由して行うものとする（以下第５及び第６の届出並びに第７の３の申請について同じ。）。  

 ２ 知事は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、資格があると認め

たときは、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証（別記様式第２号）により、また、その資

格がないと認めたときは、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成不認定通知書（別記様式第３号）

により、当該申請者に通知する。 

なお、住所地が札幌市、旭川市、函館市及び小樽市である場合にあっては、保健所等を経由し

て通知する。 

 

 



第５ 認定内容の変更 

   認定者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、在宅難病患者等酸素濃

縮器使用助成変更届（別記様式第４号）を、知事に提出しなければならない。 

  (1) 氏名の変更があったとき 

  (2) 道内において住所を変更したとき 

 

第６ 助成資格喪失の届出 

   認定者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、在宅難病患者等酸素濃

縮器使用助成資格喪失届（別記様式第５号）を、知事に提出しなければならない。 

  (1) 酸素濃縮器等を使用しなくなったとき（死亡、治癒等） 

  (2) 道外に転出したとき（旧住所地を所管する保健所等に提出） 

 

第７ 助成金の支給及び継続認定申請 

 １ 第４の規定により認定を受けた者は、毎年１月１日から２月末日までの間に前年分の助成金の

請求を行うことができる。 

  ２ 第６の規定に定める助成資格を喪失したときは、当該年分の助成金の請求を行うことができる。 

 ３ 助成金の支給を受けようとする者は、在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成金請求書兼継続認定

申請書（別記様式第６号）（以下「請求書」という。）を、知事に提出しなければならない。 

 ４ 知事は当該請求書を受理したときは、その内容を審査して支給額を決定し速やかに支給するも

のとする。 

５ 助成対象の期間は、各年１月１日から１２月３１日までとし、当該年限りとする。 

   ただし、新たに認定となった者に係る助成対象期間の始期については、申請を受理した日（郵

送等の場合は、消印等の日）の属する月の翌月１日からとする。 

６ 助成金については、一月当たりの助成額に支給月数を乗じた金額を支給する。 

   ただし、入院等により在宅での酸素濃縮器等の使用を休止した期間がある場合の支給月数につ

いては、使用休止期間の日数を合計し、３０で除した数（小数点以下切り捨て）を助成対象月数

から減じて算出するものとする。  

 ７ 第４の２項の規定により資格の認定を受けた者が、引き続き資格の認定を受けようとするとき

は、助成対象期間の属する年の翌年１月１日から２月末日までの間に、第３項に定める在宅難病

患者等酸素濃縮器使用助成認定申請書兼継続認定申請書（別記様式第６号）の所定の欄に記載す

ることにより、請求と同時に継続認定の申請を行うことができるものとする。 

 

第８ その他 

 １ この要綱に定めのない事項については、必要に応じ保健福祉部長が定める。 

 

 

附 則（平成１０年１１月１６日保健第８７８号） 

 １ この要綱は、平成１０年８月１日から適用する。 

 ２ 平成１０年度に限り、第４の規定にかかわらず、平成１０年７月３１日以前から酸素療法等を

行っている者の助成対象期間は、平成１０年８月からとし、平成１０年８月１日以降に酸素療法

等を行った者の助成対象期間の始期は、使用開始した月の翌月からとする。 



附 則（平成１４年１１月２２日保健第１００６号） 

 １ この要綱は、平成１５年１月１日から適用する。   

  ２ 平成１４年分の助成対象期間に限り、第７の５の規定にかかわらず、平成１４年４月１日から

平成１４年１２月３１日までとする。  



別紙（第３関係） 

 

在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業助成額表 

 

                                                           （単位：円） 
 

  

１日当たりの酸素濃縮器等使用時間 

 

一月当たりの助成額 

 

 

助 

成 

区 

分 

 

１２時間未満 

 

１，０００ 

 

１２時間以上 

 

２，０００ 

 


